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公示 
 本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という）の公認のもとにＦＩＡ国

際モータースポーツ競技規則およびその付則に準拠したＪＡＦの国内競技規則およびその細則、

２０２５年ＪＭＲＣ中国・四国ラリーシリーズ一般規定、２０２５年ＪＭＲＣ中国・四国ラリー

シリーズ車両規定および本競技会特別規則に従い準国内競技として開催される。 

第１条 プログラム 

 日時 場所 

参加申込の開始 ４月２日（水）10:00～ 大会事務局 

参加申込の締切 ４月１４日（月）     ～19:00 大会事務局 

ロードブック発行 ４月２６日（土）05:30～ ＨＱ 

レッキ参加確認受付 ４月２６日（土）05:30～06:00 ＨＱ 

レッキ ４月２６日（土）06:30～08:00 

参加確認受付 ４月２６日（土）08:00～08:30 ＨＱ 

公式車両検査 ４月２６日（土）08:00～8:40 ハイランドパークみかわ 

第１回審査委員会 ４月２６日（土）08:30～ 審査委員会室 

スタートリスト公示 ４月２６日（土）09:00 公式掲示板 

ラリースタート ４月２６日（土）09:30～ ハイランドパークみかわ 

暫定結果の発表 ４月２６日（土）17:00(予定) 公式掲示板 

第２条 競技会の名称 

２０２５年ＪＡＦ中四国ラリー選手権第１戦 

２０２５年ＪＭＲＣ中国・四国ラリーシリーズ第１戦 

ＭＡＣラリーin久万高原 

第３条 競技の格式 

ＪＡＦ公認：準国内競技、ＪＡＦ公認番号：２０２５年   号 

第４条 競技種目 

ラリー競技開催規定の付則（スペシャルステージラリー開催規定）に従った 

スペシャルステージラリー 

第５条 開催日程および開催場所 

日 程：２０２５年４月２６日（土） 

場 所：愛媛県上浮穴郡久万高原町ハイランドパークみかわ周辺 

ラ リ ー ス タ ー ト：ハイランドパークみかわ 

ラリーフィニッシュ：ハイランドパークみかわ 

第６条 競技会本部（ＨＱ） 

所 在 地：愛媛県上浮穴郡久万高原町日野浦４３８４番地 

名 称：ハイランドパークみかわレンタルハウス 

Ｔ Ｅ Ｌ：０９０－３７８４－１９９０ 

開設日時：２０２５年４月２６日（土） ５：００～１８：００ 
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第７条 コース概要 

スペシャルステージ    ：グラベル 

コースの総距離       ：１１２.７５Ｋｍ 

スペシャルステージの総距離：２６.００Ｋｍ 

スペシャルステージの数    ：４ 

セクションの数            ：２ 

レグの数                  ：１ 

第８条 オーガナイザー 

主催：松山オートクラブ（略称ＭＡＣ）(JAF加盟クラブNo.38022) 

 所在地：〒790-0944 愛媛県松山市古川西２丁目１６－２２ 

代表者：竹下 俊博 

第９条 組 織 

9.1組織委員会 

組織委員長  竹下 俊博 

組織委員  谷川 哲也 

組織委員  芳我 勝憲 

9.2競技会主要役員 

9.2.1 競技会審査委員会 

審査委員長  山本 博文 

審査委員  栗原 誠次 

9.2.2 競技役員 

競技長  田阪 雅人 

副競技長  芳之内 英治 

コース委員長  植田 哲哉 

計時委員長  黒川 靖弘 

技術委員長  篠崎 史郎 

救急委員長  竹下 樹 

事務局長  高木 一之 

第 10 条 参加申込受付期間 
10.1 受付の開始 

２０２５年４月２日（水）１０：００ 

10.2 受付の締切 

２０２５年４月１４日（月）１９：００ 

第11条 参加車両・部門・クラス・参加台数 
11.1 ＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に定められるＲＲＮ、ＲＪ、ＲＰＮ、

ＡＥおよびＲＦ車両。 

オープンクラスへ参加の場合には、上記に加えてＦＩＡ公認車両またはＪＡＦ登録車両

で２００２年１２月３１日以前に運輸支局等に初度登録され、かつ２００２年ＪＡＦ国

内競技車両規則第３編ラリー車両規定に従った車両（ＲＢ車両）で当概年ＪＭＲＣ中

国・四国ラリーシリーズ車両規定に従った車両も参加できる。 
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なお、過給器付車両のエアリストリクターの装着は全クラスで任意とする。 

11.2 部門、クラス（排気量は過給換算後の数値） 

選手権対象部門 

FG-1クラス：２５００ccを超える車両 

FG-2クラス：１５００ccを超え２５００cc以下の車両 

FG-3クラス：１５００cc以下の車両 

FG-4クラス：１６００ｃｃ以下のＲＰＮ車両およびＡＥ車両  

選手権対象外部門 

OP-Cクラス：３０００ccを超える車両 

OP-Bクラス：１５００ccを超え３０００cc以下の車両 

OP-Aクラス：１５００cc以下の車両 

11.3 参加台数は、各部門あわせて７５台以内とする。 

第12条 参加資格 
ドライバー及びコ・ドライバーは、２０２５年度ＪＡＦ国内競技運転者許可証Ｂ以上及び当

該車両を運転できる運転免許証の所持者であること。 

第 13 条 参加申込および問い合わせ先（大会事務局） 
 事務局 ：松山オートクラブ 

所在地    ：〒790-0944 愛媛県松山市古川西２丁目１６－２２ 

担当者 ：竹下 俊博 

Ｔｅｌ    ：０８９-９５８-３０８９ 

Ｍｏｂｉｌｅ ：０９０-２８９１-７４７１ 

Ｅ－Ｍａｉｌ ：rally-mac@e-mail.jp 

第14条 保険 
   ２０２５年日本ラリー選手権規定第１８条に基づき、ラリー競技に有効な対人賠償保険、

（無制限）および対物保険（５００万円以上）、ならびに搭乗者保険または共済等に加入し

ていること。 

  ※対物保険の加入を義務付けしますので、ラリー共済は使えません。 

第15条 参加手続き 
15.1 参加料：選手権対象部門 ￥５０，０００ 

       選手権対象外部門￥４０，０００ 

15.2 参加申込は所定の用紙に必要事項を記入の上、申込期間中に大会事務局に電子メール

にて送付すること。 

15.3 ＪＭＲＣ共済およびラリーに有効なスポーツ保険（以下共済等という）加入者は、当

日共済等への加入を証明する物を必ず携帯すること。 

四国のスポーツ保険に加入希望の場合は１名2,000円を添えて申し込みしてください。 

15.4 必要書類： 

参加申込書、車両申告書、サービス申込書、マフラーの資料、ライセンス等写し(マイ

ナ免許証は不可)、自動車保険（任意保険）の写し（対人、対物、搭乗者の金額がわか

るもの）、自動車検査証の写し 

15.5 主催者で任意保険に加入する場合には、別紙の車種別保険料を添付すること。 

15.6 競技参加料金の支払方法： 

下記銀行口座への振込みとする。 
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銀行：ゆうちょ銀行 支店：六一八 店番：618 

口座番号：0328422 名義：竹下俊博 

ゆうちょ銀行から送金の場合 

記号：16120 番号：3284221 名義：竹下俊博 

振込み人名義は参加者とすること  

第16条 乗員および車両の変更 
16.1 正式参加受理後の乗員および車両の変更は認められない。ただし、参加者から理由を

付した文書が参加確認受付終了時刻までに提出され、競技会審査委員会が認めた場合

はこの限りではない。 

16.2 参加部門または参加クラスの変更を伴う車両変更は認められない。 

第17条 公式車両検査 
２０２５年ＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定および、２０２５年ＪＭＲＣ中国

四国ラリーシリーズ車両規定に基づき公式車両検査を行う。上位入賞車は再車両検査を行う。 

第 18 条 レッキの実施方法 
18.1 レッキ参加確認日時 

２０２５年４月２６日（土） ５：３０～６：００ 

18.2 レッキ参加確認場所 

愛媛県上浮穴郡久万高原町日野浦 ＨＱ 

18.3 スケジュール 

 オフィシャルの先導のもとゼッケン順に走行する。 

18.4 ルート 

各クルーは、各スペシャルステージを１回走行できる。ただし同じ区間を重複使用す

るスペシャルステージは、１ヶ所で１回の走行とする。 

18.5 遵守事項 

レッキの間、競技者は交通法規を遵守し、いかなる場合にも他の道路使用者の安全と

権利を尊重しなければならない。 

18.6 報告 

レッキ中のいかなる違反も大会審査委員会に報告される。 

第 19 条 タイムコントロール 
公式時刻は、日本標準時を基準とした競技会計時委員の計時による。 

最終のタイムコントロール（その直前にサービスパークがある場合はその出口のコントロー

ル）については、早着ペナルティーの対象としない。 

第20条 スペシャルステージ 
20.1 計測は、印字機能を持つクロノメーターにて１/１０秒まで計測する。 

20.2 スタートは、スタートリスト順または直前のＴＣ通過順に１分間隔とする。 

20.3 スペシャルステージのスタート合図は、ラリー競技開催規定付則：スペシャルステー

ジラリー開催規定２８条６．に従って行う。（本競技会レグは特別規則（付則３）にあ

るカウントダウンシステムを使用する。また、このシステムに同期したフライングチ

ェックシステムを使用する。） 
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第 21 条 整備作業 
1）タイヤの交換 

2）ランプ類のバルブの交換 

3）点火プラグの交換 

4）Ｖベルトの交換 

5）各部点検増締め 

6）上記 1）〜5）以外の整備作業については技術委員長の許可を得る事。 

第22条 ブリーフィング 
公式通知にて示す。 

第23条 給油 
23.1 給油場所 

給油場所はロードブックにて指定する。 

23.2 指定場所以外での給油 

上記、指定給油所以外での給油は認められない。 

第24条 リタイヤ 
競技会の途中で競技を棄権する場合、また以降競技に出場しない場合、その旨を書面にて競

技役員に申し出て棄権しなければならない。 

第25条 競技結果 
競技結果は、スペシャルステージで記録された所要時間とロードセクション、その他で課さ

れたペナルティタイムを合計して決定する。 

第 26 条 賞 典 
FG-1 クラス １位〜３位 ＪＡＦメダル、副賞  ４位〜６位 副賞 

FG-2 クラス １位〜３位 ＪＡＦメダル、副賞  ４位〜６位 副賞 

FG-3 クラス １位〜３位 ＪＡＦメダル、副賞  ４位〜６位 副賞 

FG-4 クラス １位〜３位 ＪＡＦメダル、副賞  ４位〜６位 副賞 

FGFC クラス  １位〜３位 ＪＡＦメダル、副賞  ４位〜６位 副賞 

FGFB クラス  １位〜３位 ＪＡＦメダル、副賞  ４位〜６位 副賞 

FGFA クラス  １位〜３位 ＪＡＦメダル、副賞  ４位〜６位 副賞 

参加台数によりＪＡＦメダルを除き、各クラス参加台数の３０％を下回らない範囲で賞典を

制限する。 

第27条 抗議 
27.1 参加者は、自分が不当に処遇されていると判断した場合、国内競技規則第１２条に従

い、抗議する権利を有する。 

（１）抗議を行う場合は、必ず文書にて理由を明記し、２１，２００円を添えて競技長

に提出すること。 

（２）抗議が正当と裁定された場合抗議料は返却される。 

（３）抗議により車両の分解検査に要した費用は、その抗議が正当と裁定されなかった

場合は、抗議提出者、正当と裁定された場合は抗議対象者が負担する。その際に要し

た分解整備等の費用は競技会技術委員長が算定する。 
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（４）審判員の判定、計時装置、安全上の判断に伴うタイヤの追加に関する競技長宣言

に対して抗議することはできない。 

（５）競技会審査委員会の裁定は、抗議者に宣告される。 

27.2 抗議の制限時間 

（１）競技会技術委員長の決定に関する抗議は、決定直後に提出しなければならない。 

（２）成績に関する抗議は、暫定結果発表後３０分以内に提出しなければならない。 

第28条 参加者に対する指示および公示 
28.1 競技会審査委員会は国内競技規則４－９および１０－１０に従って、公式通知をもっ

て参加者に指示を与えることができる。 

28.2 当該競技会に関する公示、ＪＡＦが行う指示事項および暫定結果を含む競技結果成績

は、公式通知掲示板に公示される。 

28.3 競技会審査委員会および組織委員会の決定事項または公示、あるいは参加者に関する

特別事項も書面をもって参加者に伝達される。 

第29条 競技会の成立、延期、中止、または短縮 
29.1 保安上または不可抗力のため競技会実施あるいは続行が困難になった場合、競技会審

査委員会の決定により競技会の延期、中止または短縮を行う場合がある。 

29.2 競技会の延期のため参加者が出場できない場合、または中止の場合は参加料を返還す

る。ただし、天災地変の場合はこの限りではない 

第30条 本規則の解釈 
競技会中に本規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場合は、競技会審査委員

会が決定する。 

第31条 罰則 
31.1 ラリー競技開催規定付則：スペシャルステージラリー開催規定第２８条に従う。 

31.2 規則違反、または競技役員の指示に対する不遵守は、国内競技規則に記載されている

条項に従って罰則が適用される。 

31.3 本規則に関する罰則および本規則に定められていない罰則の選択については、競技会

審査委員会が決定する。 

第32条 本規則の施行ならびに記載されていない事項 
32.1 本規則は、本競技会に適用されるものレグ参加受付と同時に有効となる。 

32.2 本規則に記載されていない事項については、ＪＡＦ国内競技規則とその付則、および

ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則とその付則、ＪＭＲＣ中国・四国ラリーシリー

ズ一般規定に準拠する。 

32.3 本規則発行後、ＪＡＦにおいて決定され公示された事項は、すべての規則に優先する。 

 

 

 

 

 

付則１．アイテナリー 
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＊このアイテナリーは６０台参加の場合で、参加台数により変更されますのでご注意下さい。 

付則２．ＨＱレイアウト、サービスパークのレイアウト等 



- 8 - 

 

ＨＱ
受付

審
査
委
員
会
室

公式掲示場所
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付則３．信号灯によるスタート手順 

緑

スタート３０秒前
４個の赤ランプ点灯

スタート３秒前
３個の赤ランプ点灯

スタート１５秒前
３個の赤ランプ点灯

スタート２秒前
４個の赤ランプ点灯

スタート１０秒前
２個の赤ランプ点灯

スタート１秒前
５個の赤ランプ点灯

スタート５秒前
１個の赤ランプ点灯

スタート
全ての赤ランプ消灯

同時に緑ランプ点灯

スタート４秒前
２個の赤ランプ点灯

スタート２０秒後
緑ランプ消灯

① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

 

もしこのシステムが故障した場合は、クルーに充分聞こえる大きな声で３０秒－１５秒－１０秒

－５秒－４秒－３秒－２秒－１秒の順にカウントダウンする。 
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付則４．ゼッケン 

 

 

 

 


